
苫前町行政改革実施計画苫前町行政改革実施計画苫前町行政改革実施計画苫前町行政改革実施計画（（（（案案案案））））

大綱大綱大綱大綱のののの中項目中項目中項目中項目 実施計画項目実施計画項目実施計画項目実施計画項目 主主主主なななな内容内容内容内容
17171717～～～～18181818

年度年度年度年度
19191919年度年度年度年度 20202020年度年度年度年度 21212121年度年度年度年度

１ 開かれた行政シス
テムの確立

(1)わかりやすい
行政運営の推進

「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり座談会座談会座談会座談会」」」」
のののの企画企画企画企画・・・・実施実施実施実施
（企画振興課→全庁）

対話重視の行政運営を推進するため、町長や各担
当課長等が各種事業の現状や課題、今後の見通し
などについて、住民と直接意見交換する場として
「まちづくり座談会（仮称）」を企画・実施しま
す。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

「「「「行政手続行政手続行政手続行政手続ききききマニュアマニュアマニュアマニュア
ルルルル」」」」のののの作成作成作成作成、、、、配布配布配布配布
（総務財政課→全庁）

各種手続きの分かりやすい解説や、担当者名など
も記載した、全庁的な「行政（事務）手続きマ
ニュアル」を作成し、配布します。 △◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

町民向町民向町民向町民向けのけのけのけの予算説明書予算説明書予算説明書予算説明書
のののの作成作成作成作成、、、、配布配布配布配布
（総務財政課）

毎年度の予算について、重点事業や住民生活に影
響の大きな事業などの概要を分かりやすく解説し
た「予算説明書」を作成し、配布します。 △△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

政策決定政策決定政策決定政策決定プロセスプロセスプロセスプロセスなどなどなどなど
のののの積極的積極的積極的積極的なななな情報公開情報公開情報公開情報公開のののの
実施実施実施実施
（企画振興課→全庁）

まちづくり基本条例に掲げられている基本理念の
実現に向けた適切な運用を確保するため、施行規
則等の運用規定を整備するとともに、事業実施の
プロセスについて、広報やパブリックコメント
（意見募集手続）、住民説明会などの実施によ
り、意思決定までの経過を明確にし、事前に公表
していきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

（総務財政課）
毎年度の予算編成における町長査定の内容と結果
について、より透明性を高める観点から、積極的
に公表していきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

各種審議会委員各種審議会委員各種審議会委員各種審議会委員のののの公募公募公募公募
制制制制のののの拡大拡大拡大拡大。。。。
（全庁）

各種審議会などの委員について、広く一般町民の
意見をまちづくりに反映させるため「公募制」の
拡大を推進していきます。 ◎→◎→◎→◎→ →→→→ →→→→ →→→→

(2)電子自治体の
実現

ホームページホームページホームページホームページのののの掲載内掲載内掲載内掲載内
容容容容のののの充実充実充実充実
（総務財政課→全庁）

町ホームページの掲載内容について、基本的な行
政情報（統計資料、財務指標、行事予定等）や手
続き・制度に関する情報（各種申請、届出等）の
充実をはじめ、住民からよく寄せられる質問に対
する回答や町が実施している事務・事業の内容を
迅速かつ詳細に提供するとともに、住民からの意
見聴取の機会を設け、情報共有による住民の行政
参加を促進していきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

庁内庁内庁内庁内におけるにおけるにおけるにおける行政情報行政情報行政情報行政情報
のののの一元的管理一元的管理一元的管理一元的管理ととととペーペーペーペー
パーレスパーレスパーレスパーレス化化化化のののの推進推進推進推進
（総務財政課→全庁）

既存の庁内ネットワークの更なる有効活用によ
り、庁内の各種情報等を一元的に管理し、活用す
る体制を整備することにより、様々な課題への対
応の迅速化や事務処理の効率化を進めていきま
す。
また、事務処理等のペーパーレス化を図り、簡素
で効率的かつ環境にも配慮した庁舎内ＩＴ環境の
構築を進めていきます。

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

(3)窓口サービス
の向上

窓口業務窓口業務窓口業務窓口業務ののののワンストッワンストッワンストッワンストッ
プサービスプサービスプサービスプサービス化化化化のののの推進推進推進推進
（町民課→全庁）

庁内において窓口対応を伴う全ての業務につい
て、窓口担当者から関係部署への連絡などによ
り、関係各担当者が窓口へ出向いて事務処理を完
結できる体制を構築していきます。

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

臨時窓口臨時窓口臨時窓口臨時窓口サービスサービスサービスサービスのののの実実実実
施施施施
（町民課、総務財政課、建
設課）

窓口サービスの充実を図るため、休日・夜間の窓
口開設について、住民ニーズと費用対効果等を総
合的に勘案しながら実施を検討していきます。
また、転出入届けの繁忙期などに、閉庁日などに
おける「臨時窓口」を開設します。
（対応業務）
・確定申告受付業務
・公営住宅、水道業務、住民係窓口業務

◎→◎→◎→◎→ →→→→ →→→→ →→→→

各種手続各種手続各種手続各種手続きききき事務事務事務事務のののの電算電算電算電算
化化化化・・・・簡素化簡素化簡素化簡素化・・・・効率化効率化効率化効率化のののの
推進推進推進推進
（総務財政課→全庁）

軽易な申請や届出等の手続きを書面によらず可能
とする（電子メールによる手続きを可能とする）
など手続き条例を改正するとともに、添付書類や
本人確認の必要性、標準処理期間等について検証
し、様々な手続き事務の簡素化と効率化を進めて
いきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

２ 自律に向けた財政
の健全化

(1)計画的で健全
な財政運営の実現

財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画のののの策定策定策定策定
とととと運用運用運用運用
（総務財政課）

赤字再建団体への転落も危ぶまれる危機的な財政
の現状を認識するとともに、「苫前町自立運営検
討プラン」の反映や中期的な財政収支推計に基づ
き、収支の均衡を図り、持続可能な財政構造の構
築を目指した財政健全化計画（計画期間10年）
を策定します。また、めまぐるしく変化する財政
環境への対応や計画の実効性のある運用を確保す
るため、計画の見直しを毎年度行っていきます。
【計画に登載する具体的項目例】
・新規投資的事業の抑制（起債上限の設定）
・職員等給与の独自削減
・施設維持管理費の計画的抑制管理
etc

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業（（（（簡易水簡易水簡易水簡易水
道道道道・・・・下水道下水道下水道下水道））））におけるにおけるにおけるにおける
公営企業法公営企業法公営企業法公営企業法のののの準用準用準用準用
（建設課）

簡易水道事業及び下水道事業において、独立採算
性の原則に基づいた公営企業法の準用を検討する
とともに、その実現に向けて、経営の総点検に基
づいた「中期経営計画」を策定し、経営状況を公
表するなど、公営企業事業における健全な財政運
営の実現を目指していきます。

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

大綱大綱大綱大綱のののの大項目大項目大項目大項目

                                                   △                                                   △                                                   △                                                   △：：：：検討検討検討検討　　　　◎◎◎◎：：：：実施実施実施実施　　　　→→→→：：：：継続実施継続実施継続実施継続実施（（（（見直見直見直見直しをしをしをしを含含含含むむむむ））））
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(2)財政指標等の
公開

財政指標等財政指標等財政指標等財政指標等のののの積極的積極的積極的積極的なななな
公表公表公表公表
（総務財政課）

広報誌やホームページ等を活用し、財政指標等を
全国や全道の他町村との比較なども含めて、町民
が理解しやすいように、わかりやすく解説し積極
的に公表することにより、本町の財政状況の現状
を把握するための情報の共有化を進めていきま
す。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

(3)事務・事業評
価システムの構築

事務事業評価事務事業評価事務事業評価事務事業評価システムシステムシステムシステム
のののの構築構築構築構築
（総務財政課→全庁）

各種事務事業について、計画の立案→事業実施→
共通の指標に基づく評価→見直し（以降の計画に
反映）という評価システムを構築することによ
り、町政運営における資源の効果的・効率的な配
分を図るとともに、評価結果を公表するなどして
町政への住民参加を推進していきます。
また、評価の過程に、有識者や一般町民で組織す
る第三者機関を設置し、その意見等を反映させて
いきます。

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

(4)歳入の確保 町税町税町税町税・・・・使用料等使用料等使用料等使用料等のののの徴収徴収徴収徴収
対策対策対策対策のののの強化強化強化強化
（全庁）

電話催告や戸別訪問、納税相談等を強化実施し、
悪質滞納者には、財産の差押え等の強制執行を実
施するとともに、公平な負担の原則から、行政
サービスの制限や氏名の公表などの実施について
も検討していきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

使用料使用料使用料使用料、、、、手数料等手数料等手数料等手数料等のののの見見見見
直直直直しししし
（全庁）

適正な受益と負担のバランスを考慮しながら、各
種使用料、手数料等の額の見直しを随時行いま
す。

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

町有遊休資産町有遊休資産町有遊休資産町有遊休資産のののの売却処売却処売却処売却処
分分分分のののの推進推進推進推進
（総務財政課→全庁）

町有財産のうち、特に遊休資産などの売却による
収入の確保に努めていきます。
（検討事例）
・移住者受入のための土地活用
・既貸付財産の売却
・ななかまどの館の民間譲渡

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

新新新新たなたなたなたな財源財源財源財源のののの確保確保確保確保にににに向向向向
けたけたけたけた調査研究調査研究調査研究調査研究
（総務財政課→全庁）

新たな自主財源の確保に向けて、検討組織の設置
などにより調査研究を進めていきます。
（検討事例）
・町ホームページへの広告掲載による広告料
・超過課税や法定外目的税の新設

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

３ 事務事業の整理点
検と見直し

(1)徹底した事務
経費の削減

電子決裁等電子決裁等電子決裁等電子決裁等のののの導入導入導入導入によによによによ
るるるる行政内部事務行政内部事務行政内部事務行政内部事務のののの電算電算電算電算
化化化化のののの推進推進推進推進
（総務財政課）

財務会計システムなどの導入により経理事務、会
計管理などの行政内部事務の徹底した効率化を進
めていきます。 △△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

経常的な各種事務経費等について、更に徹底した
縮減を進めていきます。

（実施検討項目）

①庁舎管理業務の見直し（職員による清掃及び日
直業務の実施）

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

②光熱費の縮減（定時退庁の奨励とウォームビズ
などの取組による冬期間における暖房料の節減）

◎→◎→◎→◎→ →→→→ →→→→ →→→→

③事務用消耗品などの一括管理の徹底。 ◎→◎→◎→◎→ →→→→ →→→→ →→→→

④町有車両の更なる一括管理の推進と一部二輪車
化の検討

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

⑤消防支署体制の見直し △△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

⑥給食センターの統合 △△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

(2)補助金等の削
減

補助金検討委員会補助金検討委員会補助金検討委員会補助金検討委員会のののの設設設設
置置置置
（総務財政課）

民間委員などによる「補助金等検討委員会（仮
称）」を設置し、継続事業や団体運営補助金の存
廃や少額補助金の必要性など、全ての補助金につ
いて、その在り方から根本的に見直すことによ
り、補助金の整理合理化を進めていきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

(3)民間委託等の
積極的な推進及び
指定管理者制度の
活用

民間委託民間委託民間委託民間委託のののの積極的積極的積極的積極的なななな推推推推
進進進進
（総務財政課→全庁）

全ての事務、業務等について民間委託が可能かど
うかを検討し、可能なものについては積極的に民
間委託を推進するとともに、移行済みの業務と併
せて随時見直しを行い、委託料の縮減を進めてい
きます。
（検討業務例）
・古丹別支所窓口業務
・経理及び出納業務
・嘱託職員及び臨時職員業務

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

老朽化施設老朽化施設老朽化施設老朽化施設のののの存廃存廃存廃存廃のののの検検検検
討討討討
（総務財政課）

老朽化している既存の町有施設（老人福祉セン
ター・福祉センター・児童会館）の必要性等につ
いて検討し、平成１８年度中に存廃も含めた方向
性を示していきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

各種事務経費等各種事務経費等各種事務経費等各種事務経費等のののの縮減縮減縮減縮減
（総務財政課→全庁、教育
委員会）



苫前町行政改革実施計画苫前町行政改革実施計画苫前町行政改革実施計画苫前町行政改革実施計画（（（（案案案案））））

大綱大綱大綱大綱のののの中項目中項目中項目中項目 実施計画項目実施計画項目実施計画項目実施計画項目 主主主主なななな内容内容内容内容
17171717～～～～18181818

年度年度年度年度
19191919年度年度年度年度 20202020年度年度年度年度 21212121年度年度年度年度大綱大綱大綱大綱のののの大項目大項目大項目大項目

                                                   △                                                   △                                                   △                                                   △：：：：検討検討検討検討　　　　◎◎◎◎：：：：実施実施実施実施　　　　→→→→：：：：継続実施継続実施継続実施継続実施（（（（見直見直見直見直しをしをしをしを含含含含むむむむ））））

指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの活用活用活用活用
（総務財政課→企画振興
課、農林水産課、建設課、
管理課）

指定管理者制度の導入を積極に進めていきます。
（対象施設）
①新日本海地域交流センター（ふわっと）
②苫前町青少年研修センター（ななかまどの館）
③生きがいデイサービスセンター
④若者交流センター（高校寮）
⑤上平共同模範牧場
⑥給食センター
⑦町道
⑧公営住宅
⑨社会教育施設（公民館、図書室、スポーツセン
ター等）
※①～④については、H18年度において導入決定
済

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

(4)広域行政の推
進

広域による事務処理等を積極的に推進していきま
す。

（検討事務事業等）

①火葬場の整備及び運営 △△△△△△△△ △△△△ ◎◎◎◎ →→→→

②国民健康保険・老人保健・介護保険などの保健
医療事務

△△△△△△△△ →→→→ →→→→ ◎◎◎◎

③教育委員会事務（学校管理事務） △△△△△△△△ △△△△ △△△△ ◎◎◎◎

既存既存既存既存のののの広域行政広域行政広域行政広域行政のののの見直見直見直見直
しししし
（総務財政課、町民課）

既存の広域行政事務における行財政改革の観点か
らの再点検により、運営の在り方などについての
見直しを進めていきます。（消防事務・ゴミし尿
処理関係・広域行政組合事務）

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

(5)第三セクター
（苫前町振興公
社）の経営健全化

苫前町振興公社苫前町振興公社苫前町振興公社苫前町振興公社のののの経営経営経営経営
健全化健全化健全化健全化
（企画振興課）

・新日本海地域交流センター（ふわっと）の公益
上の位置付けや機能の在り方について、再検討の
うえ明確にするとともに、町の財政支援の必要性
を町民と共有するため、外部監査や経営の点検評
価に基づいた「経営改善計画」を策定するととも
に、その経過や経営状況などを積極的に公表して
いきます。
・運営にあたって、苫前町の魅力を最大限に引き
出すとともに、第一次産業の活性化を図るため
「地産地消」への取組を積極的に推進していきま
す。
（地元産食材を活用した料理の工夫、販売等）

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

４ 効率的な組織・機
構の確立

組織組織組織組織のののの再編成再編成再編成再編成
（総務財政課→全庁）

組織・機構の更なる効率化を推進していきます。
（検討事項）
①教育委員会の組織体制の見直しと、町長部局と
社会教育業務の連携、統合を検討します。
②町民の来庁時の利便性の向上や事務処理の効率
化に向けた組織の再編について検討します。

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

職制職制職制職制のののの見直見直見直見直しとしとしとしと担当制担当制担当制担当制
のののの導入導入導入導入
（総務財政課）

簡素で効率的な組織体制を確立するため、現在の
係制から担当制への移行に向けた職制の見直しな
どについて検討します。 △△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

５ 人材育成の推進 職員職員職員職員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上のののの推進推進推進推進
（総務財政課→全職員）

①地方分権、制度改正など高度化・複雑化してい
く行政事務に対応できるよう職員研修の方向性に
ついての明確な指針（人材育成基本方針）を策定
し研修体制の充実を図っていきます。

◎→◎→◎→◎→ →→→→ →→→→ →→→→

②職場研修の基本であるOJT（職場内研修）につ
いて一層の取組強化を進めるとともに、係長・係
員会議または職階を超えて意見交換ができる場を
設定するなどして組織の活性化を図っていきま
す。

◎→◎→◎→◎→ →→→→ →→→→ →→→→

③行政の施策内容や各種情報について、住民等に
対して分かりやすく提案、説明、伝達するための
基本的技能（プレゼンテーション能力）の習得と
向上を図っていきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

④高度情報化社会に対応するため、ＩＴ技術を活
用した情報処理能力の向上と情報セキュリティに
関する知識の向上とを職員研修における項目とし
て明確に位置付け、有効性のある研修を実施して
いきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

⑤勤務実績等を適正に評価し反映させる人事評価
システムの構築を図り、職員の意識改革や勤務意
欲の向上を促進していきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

６ 定員管理及び給与
等の適正化

(1)定員管理の適
正化

定員適正化計画定員適正化計画定員適正化計画定員適正化計画のののの推進推進推進推進
（総務財政課）

現行の定員適正化計画(H16～H20)を確実に履行
することにより、簡素で効率的な「小さな役場」
づくりを推進していきます。
（定員適正化数値目標）
・退職者不補充などにより、平成１７年４月１日
との比較で、平成２２年４月１日における職員数職員数職員数職員数
をををを10101010％、％、％、％、８８８８人削減人削減人削減人削減することを目標とします。

◎→◎→◎→◎→ →→→→ →→→→ →→→→

将来的な削減目標の指針とするため、人口対職員
数比率などの目安となる数値目標を設定し公表し
ていきます。

△△△△△△△△ ◎◎◎◎ →→→→ →→→→

広域行政広域行政広域行政広域行政のののの推進推進推進推進
（企画振興課→町民課、教
育委員会）



苫前町行政改革実施計画苫前町行政改革実施計画苫前町行政改革実施計画苫前町行政改革実施計画（（（（案案案案））））

大綱大綱大綱大綱のののの中項目中項目中項目中項目 実施計画項目実施計画項目実施計画項目実施計画項目 主主主主なななな内容内容内容内容
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年度年度年度年度
19191919年度年度年度年度 20202020年度年度年度年度 21212121年度年度年度年度大綱大綱大綱大綱のののの大項目大項目大項目大項目

                                                   △                                                   △                                                   △                                                   △：：：：検討検討検討検討　　　　◎◎◎◎：：：：実施実施実施実施　　　　→→→→：：：：継続実施継続実施継続実施継続実施（（（（見直見直見直見直しをしをしをしを含含含含むむむむ））））

(2)給与等の適正
化

給与給与給与給与のののの適正化適正化適正化適正化
（総務財政課）

「情勢適応の原則」による国の人事院勧告等に対
応した給与制度改正を適切に実施していきます。
また、現下の厳しい財政状況や社会情勢に対応す
るため、独自削減も視野に入れた本町独自の給与
のあり方についても検討していきます。
※「情勢適応の原則」
・地方公務員法第14条において『地方公共団体
は、・・・給与、勤務時間その他の勤務条件が社
会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措
置を講じなければならない。』と定められてい
る。

◎→◎→◎→◎→ →→→→ →→→→ →→→→

特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当特殊勤務手当のののの適正化適正化適正化適正化
（総務財政課）

「税務事務従事手当の廃止」
・現行、給料月額の1.5％に相当する額を支給し
ている税務事務従事手当については、H18年度か
ら廃止することとしています。
「保健師業務手当の廃止」
・現行、月額10,000円を支給している保健師業
務手当については、H18年度から廃止することと
しています。

◎→◎→◎→◎→ →→→→ →→→→ →→→→

※なお、残る特殊勤務手当（防疫等作業手当：作
業従事日１日500円、死体処理作業従事手当：作
業従事日１日2,000円、除雪作業従事手当：作業
従事時間１時間60円、異常圧力内作業手当：作
業従事時間１時間310円～2,250円、牛馬取扱
手当：作業日１日230円）についても、今後の社
会情勢等の変化に対応しながら随時見直しを検討
していきます。

勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当のののの適正化適正化適正化適正化
（総務財政課）

勤勉手当について、国家公務員制度などとの情勢
適応を踏まえ、給与条例に規定する勤勉手当基礎
額への扶養手当算入を是正するとともに、成績率
の適切な運用に向けた見直しを行うなど勤勉手当
支給の適正化を図っていきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間のののの適正化適正化適正化適正化
（総務財政課）

週当たりの勤務時間について、国家公務員等との
均衡を図るべく、現行38時間45分から40時間
に延長するよう見直しを行います。 △◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→

(3)定員・給与等
の状況の公表

公表条例公表条例公表条例公表条例のののの制定制定制定制定
（総務財政課）

定員・給与等の状況について、一層の透明性を確
保するため、その公表手続を条例化するととも
に、管内市町村や道内外の類似自治体との比較、
民間調査データなどとの比較を通じて町民にわか
りやすい形での情報提供をホームページなどの活
用により積極的に行っていきます。

△◎△◎△◎△◎ →→→→ →→→→ →→→→


